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●文章の修正及び追加に伴い、適切な番号及び頁番号に書き換えた 

第１章 総則 

1-6 コリンズ（CORINS）への登録 

なお、変更時と工事完成時の間が 10 日間（土曜日、日曜日、祝日等を除く）に満たない場合は、変更時の登録申請を

省略できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-10 施工体制台帳 

 3 施工体制台帳に添付する書類 

  削除 

 

 

4 名札等の着用 

第 1 項の受注者は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者（下請負者を含む）及び第 1項の受注者の専門技術

者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名の入った名札等を着用さ

せなければならない。名札は次図を標準とする。 

【名札の標準図】 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 総則 

1-6 コリンズ（CORINS）への登録 

なお、変更時と工事完成時の間が 10 日間（土曜日、日曜日、祝日等を除く）に満たない場合は、変更時の提出を省

略できる。 

工事実績情報・登録の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-10 施工体制台帳 
 3 施工体制台帳に添付する書類 

(6) 建設業法に基づく許可書等、建設業の許可を有することを確認できる書面の写し（元請業者及び全ての下

請業者） 

 
 4 名札等の着用 

第 1 項の受注者は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者（下請負者を含む）及び第 1 項の受注者の専門技

術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名

札等を着用させなければならない。名札は次図を標準とする。 

【名札の標準図】 

 

 

 

 

 

 

監理（主任）技術者、監理技術者補佐   

氏名  ○○ ○○ 
        工事名 ○○○○ 工事  
        工期 自〇〇年〇〇月〇〇日 
           至〇〇年〇〇月〇〇日 
      

会社 ㈱〇〇建設   
 

写真 

2cm×3cm 

程度 

監理（主任）技術者、監理技術者補佐   

氏名  ○○ ○○ 
        工事名 ○○○○ 工事  
        工期 自〇〇年〇〇月〇〇日 
           至〇〇年〇〇月〇〇日 
      

会社 ㈱〇〇建設   
 

  

 印 

写真 

2cm×3cm 

程度 

⑦ 発注者 　発注者は、受注者から提出された「登録内容確認書」を受領する。

　発注者は、受注者から提出された「登録のための確認のお願い」の登録内容を確認し、署名
をする。

発注者

② 受注者

⑥ 受注者 　受注者は、ｺﾘﾝｽﾞ入力システムにより「登録内容確認書」を印刷し、発注者に提出する。

③ 受注者

①
工事請負代金額が500万円以上の場合、ｺﾘﾝｽﾞへの登録が必要となる。

(工事請負代金額が500万円未満の場合、ｺﾘﾝｽﾞへの登録は不要。)

④

⑤ 受注者 　受注者は発注者の確認を受け、ｺﾘﾝｽﾞ入力システムにより登録内容データを確定する。

　受注者は、登録用データを作成し、発注者に登録内容の確認を求める「登録のための確認
のお願い」を印刷する。

　受注者は、WEBを用いたｺﾘﾝｽﾞ入力システムにより、「実績データの作成・登録」を行う。
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注１：用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 

 

 

1-19 建設廃棄物 

 2 マニフェスト 

  受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェス

トにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提示しなければならない。 

 

4 再生資源利用（促進）計画 

請負代金額が 100 万円以上の全ての工事については、該当する資材の有無に関わらず、工事着手前に建設副産物情

報交換システム（コブリス・プラス）により再生資源利用（促進）計画を作成し、記載内容について監督員に確認を

得たうえ、その写しを監督員に提出するものとする。 

 
5 実施書の提出 
受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに建設副産物情報

交換システム（コブリス・プラス）により実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施

書」の記載内容について監督員に確認を得たうえ、その写しを監督員に提出しなければならない。 
 
6 建設副産物の適正処理 
(1) 産業廃棄物が発生する場合の対応 
「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（平成 23年 4月 1 日）を遵守し、マニフェストを発行

して産業廃棄物が適正に処理されていることを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管

の義務のあるＡ票、Ｂ２票、Ｄ票及びＥ票については、その原本を監督員へ提示し、その確認を受けることとす

る。 
 

 
(3) 建設発生土が発生する場合の対応 

受入施設が発行する書類、伝票等を監督員に随時提示するとともに、～ 

  また、監督員の指示によらず受注者の提案により搬出先を変更する場合は、京都市土木積算システム設計単価第

５編及び公共物 GIS に掲載している他の施設(以下、「京都市が許可する受入地」という)、または廃棄物および清掃に

関する法律の許可を受けた施設とし、京都市が許可する受入地以外に変更する場合は、受入単価を確認するため、搬

出先の請求書等を提出することとし、処理にかかる費用が設計金額を下回る場合は、原則として設計変更の対象とす

る。 

 
1-31 環境対策 

 4 排出ガス対策型建設機械 
 削除 
 

 

注１：用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。 

注２：所属会社の社印とする。 

 

1-19 建設廃棄物 

 2 マニフェスト 

  受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）又は電子マニフェス

トにより、適正に処理されていることを確かめるとともに、監督員に提出しなければならない。 

 

 4 再生資源利用（促進）計画 

  請負代金額が 100 万円以上の全ての工事については、該当する資材の有無に関わらず、工事着手前に建設副産物

情報交換システム（COBRIS）による再生資源利用（促進）計画を作成し、記載内容について監督員に確認を得たうえ、

その写しを監督員に提出するものとする。 

 
5 実施書の提出 
受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに建設副産物情報

交換システム（COBRIS）により実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」の記載

内容について監督員に確認を得たうえ、その写しを監督員に提出しなければならない。 
 

6 建設副産物の適正処理 
(1) 産業廃棄物が発生する場合の対応 

  「京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例」（平成 23年 4月 1 日）及び「京都市産業廃棄物不適正

処理対策要綱」（改正平成 16年 4月 1日）を遵守し、マニフェストを発行して産業廃棄物が適正に処理されている

ことを確認すること。このとき、受注者が排出業者であることとして保管の義務のあるＡ票、Ｂ２票、Ｄ票及びＥ

票については、その原本を検査時までに監督員へ提示し、その確認を受け、廃棄物の種類ごと、行き先（処分事業

場）ごとに代表的な帳票（帳票が多量の場合）の写しを監督員に提出することとする。 
 

(3) 建設発生土が発生する場合の対応 
受入施設が発行する書類、伝票等の写しを監督員に随時提出するとともに、～ 

  また、監督員の指示によらず受注者の提案により搬出先を変更する場合は、受入単価を確認するため、搬出先の

請求書等を提出することとし、処理にかかる費用が設計金額を下回る場合は、原則として設計変更の対象とする。 
 
 
 
 
1-31 環境対策 

 4 排出ガス対策型建設機械 
なお、排出ガス対策型建設機械等を使用する場合は、施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行

い、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。 
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 6 低騒音型・低振動型建設機械 
削除 

 

 

 

1-33 交通安全管理 
４ 交通安全法令の遵守 
～「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」（令和 6年 7 月改正 内閣府・国土交通省令第 4号）、～ 
 
９ 通行許可等 
～また、「道路交通法施行令」（令和 6 年 9 月改正 政令第 272 号）第 22 条における制限を超えて建設機械、資材等を

積載して運搬するときは、「道路交通法」（令和 5年 6 月改正 法律第 56 号）第 57 条に基づく～ 

 
1-41 保険の付保及び事故の補償 

４ 建設業退職金共済制度 
(1) 受注者は、建設業退職金共済制度の対象となる労働者を雇用する場合は同制度に加入し、掛金を納付した場合

には、発注者用掛金収納書の原本（コピー不可）を工事契約締結後原則 1 ヶ月以内に監督員に提出（掛金収納

書には「工事名・発注者名（局名・監督員名）・契約番号」を記載のうえ、「建設業退職金共済組合証紙購入報告

書」に貼付。）すること。また、別の工事のために購入し、余った共済証紙についても使用してよいこととする

が、この場合は「建設業退職金共済組合証紙購入報告書」の掛金収納書の貼付け欄に「別工事の余剰証紙を使

用する」等と記載したものを提出することとし、監督員が提示を求めた場合、その共済証紙を提示すること。 

 なお、建設業退職金共済制度の対象となる労働者を雇用しない場合は、「不提出理由書」を提出すること。 

(2) 建設業退職金共済制度の対象となる労働者の共済手帳に、証紙を貼付すること。また、下請負契約を締結する

場合には、下請負業者に対して本制度の周知徹底を図ること。 

 なお、下請負業者の規模が小さく、管理事務の処理の面で万全でない場合は、受注者がその事務を代行するこ

と。 

(3) 受注者は「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」という標識(シール)を、現場事務所及び工事現場の出

入口等の見やすい場所に掲示すること。 

 なお、現場事務所を設置しない場合は、工事標示板等の裏面に貼付けること。 

(4) 監督員が提示を求めたとき、受注者は本制度の執行状況（証紙の受払状況）等の関係資料を提示すること。 

(5) 受注者は、完成時に、証紙の貼付状況について、監督員に「証紙貼付状況報告書」により報告すること。 
 
 

第２章 施工 
２-２ 調査 

２ 試掘調査 
(2) 試掘に当たっては、あらかじめ地下埋設管理者に日時及び場所を連絡し、地下埋設管理者の立会のうえ実施す

るものとし、既存地下埋設物を損傷させないよう留意すること。なお、地下埋設管理者の立会の有無について

は、該当管理者の判断によるものとする。 

 6 低騒音型・低振動型建設機械 
なお、当該建設機械を使用する場合は、「新基準’97 ラベル」が確認できる写真を監督員に提出するものと

する。また、「旧基準’89 ラベル」の機種においても新基準の措定を受けているケースもあるため建設機械

メーカーに確認し、「新基準’97ラベル」に貼替えを行うこと。 

 

1-33 交通安全管理 
４ 交通安全法令の遵守 
～「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」（令和 5年 3 月改正 内閣府・国土交通省令第 1号）、～ 

 
９ 通行許可等 
～また、「道路交通法施行令」（令和 5 年 3 月改正 政令第 54 号）第 22 条における制限を超えて建設機械、資材等を

積載して運搬するときは、「道路交通法」（令和 5年 5 月改正 法律第 19 号）第 57 条に基づく～ 

 
1-41 保険の付保及び事故の補償 

４ 建設業退職金共済制度 
(1) 受注者は、建設業退職金共済制度の趣旨に基づき、建設業退職金共済組合に加入し、発注者用掛金収納書の原

本（コピー不可）を工事契約締結後 1 ヶ月以内に監督員に提出（掛金収納書には「工事名・発注者名（局名・監

督員名）・契約番号」を記載のうえ、「建設業退職金共済組合証紙購入報告書」に貼付。）すること。期限内に提

出できない特別の事情がある場合は、その事由及び証紙購入予定時期を文書（掛金収納書提出遅延理由書）によ

り申し出ること。 

 なお、建設業退職金共済制度の対象となる労働者を雇用しない場合は、「不提出理由書」を提出すること。 

(2) 建設業退職金共済制度の対象となる労働者の共済手帳に、証紙を貼付すること。また、下請負契約を締結する

場合には、下請負業者に対して本制度の周知徹底を図ること。 

 なお、下請負業者の規模が小さく、管理事務の処理の面で万全でない場合は、受注者がその事務を代行するこ

と。 

(3) 受注者は「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」という標識(シール)を、現場事務所及び工事現場の出

入口等の見やすい場所に掲示すること。 

 なお、現場事務所を設置しない場合は、工事標示板等の裏面に貼付けること。 

(4) 工事担当課が必要と認めた場合は、本制度の執行状況等の関係資料を提出すること。 

(5) 証紙の貼付状況等を 3 ヶ月に一度及び完成時に、監督員に報告すること。 

 
 
 

第２章 施工 
２-２ 調査 
 ２ 試掘調査 

(2) 試掘に当たっては、監督員に連絡し、関係企業立会いのうえ、原則として人力掘削で行うものとする。 
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２-11 仮復旧 
4 路盤は、仮復旧が所定の厚さに仕上がるように、浮石その他の有害物を除去し、平坦にした後、適切な転圧機械に

より、最適な含水状態で十分締固めを行うこと。 
 
 

第５章 提出書類・提示書類 
5-2 提示書類 

伝票等の提出を不要とする書類であっても、監督員あるいは検査員が確認を必要とする場合、すみやかに提示する

こと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２-11 仮復旧 
4 路盤は、仮復旧が所定の厚さに仕上がるように、浮石その他の有害物を除去し、平坦にした後、適切な転圧機械

により、最適な含水状態で十分締固めを行うこと。また、所定の支持力（K30≧2.7N/mm2（28kgf/cm2））及び密度

が一様に得られるように施工すること。 
 

第５章 提出書類 
 

（記載なし） 
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削除 
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